
 
  

循環型社会形成推進地域計画 

●循環型社会形成推進交付金制度は、廃棄物の3R（リデュース、リユース、リサイクル）を総合的に推進するた

め、市町村の自主性と創意工夫を活かしながら、広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイクル施設の整備を推

進することにより、循環型社会の形成を図ることを目的としています。 

●循環型社会形成推進交付金は、市町村（一部事務組合）が広域的な地域について作成する「循環型社会形成

推進地域計画（以下、地域計画という）」（概ね5カ年、最大7カ年）に基づいて実施する事業に対し、交付されま

す。 

①地域計画の策定 

計画対象地域の市町村が、3R推進のための目標と、それを実現するために必要な事業等を記載した地域計

画の作成が必要です。 

②交付金の交付 

地域計画が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合、年度毎に交付金が交付されます。 

③事後評価 

地域計画期間終了時には目標の達成状況に関する事後評価が求められ、その結果等をチェックし、公表する

必要があります。 

●循環型社会の形成を進めるために幅広い施設を対象 

 

 マテリアルリサイクル推進施設 

 エネルギー回収型廃棄物処理施設 

 エネルギー回収推進施設 

 高効率ごみ発電施設 

 廃棄物運搬中継施設 

 有機性廃棄物リサイクル推進施設 

 最終処分場 

 最終処分場再生事業 

 廃棄物処理施設の基幹的改良事業 

 漂流・漂着ごみ処理施設 

 コミュニティ・プラント 

 浄化槽設置整備事業 

 公共浄化槽等整備推進事業 

 廃棄物処理施設基幹的設備改造（沖縄県のみ対象） 

 施設整備に関する計画支援事業 

※廃棄物処理施設整備事業実施のために必要な 

調査、計画、測量、設計、試験及び周辺環境調査 

等に要する費用 

●市町村（人口5万人以上又は面積400km2以上の計

画対象地域を構成する場合に限る） 

（注）沖縄県、離島地域、奄美群島、豪雪地域、山村

地域、半島地域、過疎地域及び環境大臣が認め

た地域は特例あり。 

●交付対象事業を実施する地方公共団体 

●「PFI法（民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律）」第2条第2項に規定する

特定事業として交付対象事業を実施する市町村 

●交付額は対象事業費の1/3が基本 

●循環型社会形成推進交付金交付取扱要領に示す

各事業の要件を満たした場合、1/2を適用 

※エネルギー回収型廃棄物処理施設、高効率ごみ

発電施設、有機性廃棄物リサイクル推進施設等 

背景・目的 

交付金対象地域 交付対象事業 

交付金対象事業者 

交付率 



受注年度 発注者 業務名称 

令和元年度 秋田県北秋田市 下浄委第1号循環型社会形成推進地域計画策定業務委託 

平成30年度 大分県日田市 日田市循環型社会形成推進地域計画策定業務 

平成26年度 埼玉中部広域清掃協議会 循環型社会形成推進地域計画策定業務委託 

平成25年度 埼玉県東埼玉資源環境組合 第二工場し尿処理施設計画等策定業務委託 

平成24年度 石川県小松市 
熱回収施設事業計画に係る循環型社会形成推進地域計画
策定業務 （小松市大野町地内） 

地域計画の基礎となる一般廃棄物処理基本計画を数多く手掛けており、効率的に計画策定を支援します。 

国（環境省）の廃棄物関連業務も多く手掛けており、地域計画に関連する各種情報に精通した技術者が多数、在

籍しています。 

（1）地域の循環型社会形成を推進するための基

本的な事項

（2）循環型社会形成推進のための現状と目標

（3）施策の内容

（4）計画のフォローアップと事後評価

循環社会形成推進地域計画の作成 

（6）県・環境（大臣）省への提出・修正

（7）地域計画承認及び交付金額内示

（8）交付金交付申請書の提出（環境大臣）

（9）市町村への交付決定通知

（5）添付書類作成と計画書の取りまとめ

（1）地域の循環型社会形成を推進するための基本的

な事項

循環型社会形成を推進するための基本的な事項を

定めます。

・対象地域、計画期間、基本的な方向

（2）循環型社会形成推進のための現状と目標

過去5カ年の一般廃棄物等の処理の状況を整理し、

計画目標年の目標値を設定します。

・一般廃棄物等の処理の現状と目標

（3）施策の内容

循環型社会形成推進に向けた一般廃棄物等の処理

に関する各種施策の内容を可能な限り具体的に図

表等で整理します。

・発生抑制、再使用の推進

・処理体制

・処理施設の整備

・処理施設に関する計画支援事業

・その他の施策（災害時に係る事項等）

（4）計画のフォローアップと事後評価

計画の進捗状況の把握、事後評価、計画の見直し

の方法等について記述します。

（5）添付書類作成と計画書の取りまとめ

添付書類（対象地域図、目標の設定に関するグラフ

等）及び様式（事業実施計画総括表、施策の一覧）を作

成し、計画書として整理します。 

検討の手順とポイント

提案のポイント

業務実績

〒163-1122 東京都新宿区西新宿 6-22-1 新宿スクエアタワー 
TEL. 03-5323-6200（代表） FAX. 03-5323-6480 
URL. https://www.nissuicon.co.jp 

お問合せ先

コンサルティング本部 環境・資源部（担当：塚原）TEL.03-5323-6270

20230626




